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１．計画策定の背景と目的 

 

（１）計画策定の背景と目的 

① 背景 

士別市では、平成２９年３月に策定した「士別市公営住宅等長寿命化計画」をもとに、公営住宅等

の事業を進めてきました。計画策定後におけるさらなる少子高齢社会や人口減少社会の進行、ライフ

スタイルの多様化など社会情勢が変化しており、それに対応するため、計画の見直しを行います。 

国では、平成１８年９月に策定した住生活基本計画を概ね５年に一度見直すこととしており、令和

３年３月には３度目の見直しを行い、令和３年度から新たな計画をスタートさせたところです。 

また、北海道でも、安全で安心な北海道らしい住まいづくりに向けた住宅施策を推進するため、平

成１９年２月に策定した北海道住生活基本計画を平成 29 年３月に見直し、令和４年３月に３度目の

見直しを行いました。 

 

② 目的 

本計画では、公営住宅等の長寿命化による更新コストの削減と事業量の平準化に配慮しつつ、効率

的・効果的なストックの活用手法を定めることを目的とし、公営住宅等の特性や経過年数、入居者の

属性等を把握し、公営住宅等の将来活用手法及び、予防保全的な観点から長期的な維持管理、修繕・

改善及び建替計画を策定します。 

 

（２）計画の位置づけ  

「士別市まちづくり総合計画」を上位計画とし、その他関連計画と調整・連携を図ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画期間 

本計画は、令和５年度から令和１４年度までの前半１０年間を計画期間とし、令和１５年度から令和

２９年度までの後半１５年間を構想期間とします。概ね、５年ごとに計画の見直しを図ります。 

 

令和５年度                 令和 14 年度 令和 15 年度                令和 29 年度

計画期間 構想期間 

  

○士別市都市計画マスタープラン 

○士別市まち・ひと・しごと創生総合戦略

○第８期士別市高齢者保健福祉計画 

・介護保険事業計画 

○士別市過疎地域持続的発展市町村 

計画 

○その他関連施策  など 

士別市公営住宅等 

長寿命化計画 

士別市まちづくり総合計画 

●住生活基本計画 

（全国計画） 

（令和３年３月見直し）

（計画期間：令和３年度

～12 年度） 

 

●北海道住生活基本計画

（令和４年３月見直し）

（計画期間：令和３年度

～12 年度） 

調整 調整 

連携 連携 
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２．計画策定体制 

 

本計画策定にあたり、以下の検討組織を設置し、計画に係わる協議・検討・連絡・調整等を行います。 

なお、作業部会については必要に応じて各関連課などと協議を行います。 

 

①策定委員会 

策定委員会は関連部署の職員で構成し、策定内容に対する協議・修正及び承認することを目的と

して設置します。なお、上川総合振興局から、国・道の動向や計画内容についての指導･助言をいた

だきます。 

 

②事務局 

建設水道部の職員で構成し、各種検討・計画策定に必要な各種資料データの収集、策定委員会が

円滑に進行するように協議・検討に必要な各種素案等を作成・整理することを目的とし、設置しま

す。 

 

● 計画策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【策定委員会】 

○計画決定機関 

○構成：関連部署職員 

素案提出 

指導・助言

承認・検討 

士別市 

事務局 

○素案作成機関 

○構成：都市マネジメント課 

都市整備課 

朝日支所経済建設課 

 

北海道 

上川総合振興局 
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３．計画策定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

士別市公営住宅等長寿命化計画 

１．公営住宅等長寿命化計画の背景・目的の整理

２．計画期間の設定

　公営住宅等長寿命化計画の期間を設定する。

５．長寿命化に関する基本方針の設定

（１）ストックの状況把握（定期点検及び日常点検）・修繕の実施・データ管理に関する方針

（２）改善事業の実施による長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針

６．公営住宅等長寿命化計画の対象と事業手法の選定

　士別市が管理する全ての公営住宅等に

（１）対象

（２）団地別・住棟別状況の把握

（３）団地別・住棟別の事業手法の選定

７．点検の

　　実施方針の設定

 管理する全ての公営

 住宅等を対象として、

 定期点検や日常点検等

 の実施方針を定める。  

11．長寿命化のための事業実施予定一覧の作成

　計画期間における公営住宅等の整備・改善等に係る実施計画を作成する。

12．ライフサイクルコストとその縮減効果の算出

　計画的な維持管理による効率的・効果的な長寿命化の取組を進めるため、

　①新規整備及び建替事業を実施する公営住宅等におけるライフサイクルコスト（ＬＣＣ）を算出する。

　②長寿命化型個別改善事業、全面的改善事業を実施する公営住宅等におけるライフサイクルコスト

　　の縮減効果を算出する。

計画
修繕

改善事業
(個別改善､全面的改善)

建替
事業

３．公営住宅等
　　の状況の
　　把握・整理

４．入居者の
　意識・意向
　の把握
　（アンケート調査）

　ついて、団地別・住棟別状況の把握を行い、
　公営住宅等の事業手法を選定する。

維持管理

 管理する全ての公営  以下の区分に従って、  公営住宅等に限らず、

８．計画修繕の ９．改善事業の 10．建替事業の

【居住性向上型】

 住宅等を対象として、  実施方針を定める。  地域の実情に応じて、

 計画修繕等の実施方針 【安全性確保型】  記載することが望ま

用途
廃止

新規
整備
事業

 を定める。 【長寿命化型】  しい。

【福祉対応型】 　

　　実施方針の設定 　　実施方針の設定 　　実施方針の設定
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